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令和７年度介護保険負担限度額認定申請について（お知らせ） 

 

 

 

 介護保険制度の円滑な運営につきまして、御理解と御協力をいただき厚くお礼

申しあげます。 

 さて、令和６年度分介護保険負担限度額認定証（うぐいす色）の有効期限は、

令和７年７月３１日までとなっており、引き続き制度を利用する場合は更新の手

続きが必要となります。 

つきましては、下記のとおり手続きを行っていただきますようお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 手続窓口  介護保険課・各総合支所地域生活課 

 

２ 手続期間  令和７年７月１日（火）から令和７年７月 31日（木）まで 

（午前８時 45分から午後４時 30分まで 土日祝日を除く） 

 

３ その他 

(1) 更新申請のお手続きにあたり、必ず裏面をご一読ください。都城市ホーム 

ページ及び広報都城６月号にも更新案内について掲載しております。 

(2) 決定通知につきましては、令和７年８月以降随時発送予定です。 

(3)令和７年度版申請書様式は、都城市ホームページに掲載しております。 




